
  

                   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25年 12月 10日発行  
（次号の発行は 12月 20日です。） 
お知らせ版に関する問い合せは、まちおこし政策課へ 

（担当：嶋
し ま

末
すえ

 剛
ご う

 33-6012） 

http://www.town.shintomi.miyazaki.jp/ 
お知らせ版は、ホームページからダウンロードできます。 

 
 
 

お知らせ版 NO.1 

まつりしんとみ 2013の新富町イチおしグルメ選手権 

「Ｓ-１グランプリ」で「しんとみの郷COMECO工房」 

が初優勝！ 

11月 23日(土)、新富町文化会館前広場にてまつりしんとみ 2013

が開催されました。今年は晴天にも恵まれ、新富町の食を求めて多

くの人が詰めかけました。 

メインイベントの新富町イチおしグルメ選手権「Ｓ-1グランプリ」 

では、町内 11店舗が自慢の味を競いあった結果、初出場の「しんと

みの郷 COMECO工房」が出品した「こめ粉担々麺」がナンバー１に輝

きました。おめでとうございます。 

 

   

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

      
 東日本大震災からの復興を図ることを目的に、平成 27 年度までの間に実施する施策のうち、県や市町村が行う防

災に関するものの財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税均等割の税率を引き上げる特例を定めましたの

で、ご理解とご協力をお願いします。 

○税率引上げ内容：現行の税率から 1,000円/年引き上げます。  

        【現  行】個人住民税均等割 年 4,000円＋森林環境税 年 500円 ⇒ 計 年 4,500円 

        【引上げ後】個人住民税均等割 年 5,000円＋森林環境税 年 500円 ⇒ 計 年 5,500円 

○期間：平成 26年度～平成 35年度までの 10年間 

 

 

 

 

   

 

 

個人住民税均等割の税率(県民税＋町民税)引上げのお知らせ 

 

 

◆問合せ 税務課  

 担当：河野
かわの

・壱岐
い き

 ☎33-6076 
税金 

 
 
 
    
 

 

 
 
 

試験 新富町職員採用試験(初級)  

◆問合せ 〒889-1493新富町大字上富田 7491番地  

新富町役場 総務財政課 

担当：池田
いけだ

真二
しんじ

 ☎33-6002 

 
 
 
    
福祉、登記、年金などに関することや生活面での安全対策等、行政(国・県・町)に関して困ったことや相談したいことなどあ

りましたら、気軽にご相談ください。 

○日時：12月 20日(金) 午前 9時 30分～正午 ○場所：老人福祉センター  ○相談員：髙木正敏(新田新町) 

 

相談 行政機関などに対する苦情・要望は行政相談員へ 
◆問合せ 総務財政課  

担当：清
せい

紀文
としふみ

 ☎33-6002 

 土木(B) 社会福祉士(J)または精神保健福祉士(P) 

受験資格 

昭和 63年 4月 2日から平成 8年 4月 1日まで

に生まれた者。 

ただし、2級土木施工管理技士の資格を有して

いる者については、昭和 53年 4月 2日以後に

生まれた者。 

社会福祉士もしくは精神保健福祉士の資格を

有する(平成 25 年度の試験において資格取得

見込みを含む)昭和 53 年 4 月 2 日から平成 4

年 4月 1日までに生まれた者。 

採用予定人数 1名 1名 

期日・会場 平成 26年 1月 19日(日)  新富町役場 

試験内容 教養、専門試験(土木のみ)、作文試験、適性検査、面接 

申込受付期間・時間 平成 25年 12月 11日(水）～25日(水)  午前 8時 30分～午後 5時 15分（土・日・祝日は除く） 

申込方法 
市販の履歴書・面接カード(町ホームページからダウンロードするか、郵送にて請求ください) 

・資格を証明できる書類の写し(有資格者のみ)を総務財政課までご提出ください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     
○募集対象：下記にすべて該当する方。 

①知的障害のある方またその証明ができる方 

②自力で通学できる方 

③身の回りのことができる方 

④校則を守ることのできる方 

⑤訓練に意欲のある方 

○試験日：平成 26年 2月 3日(月) 

○願書受付期間：平成 26年 1月 6日(月)～22日(水) 

※願書はハローワーク経由での提出になりますので、 

 締切りなどにご注意ください。 

※当日消印有効。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     
消費税法等の改正により、平成 26年 4月 1日から消費税

の税率(地方消費税を含む)が 8％に引き上げられます。 

 

 
 
 

詳細については国税庁ホームページをご覧いただくか、 

税務署までお問い合わせください。   



 
     

 

      

 

 
 

 
 

 乳がん検診の申込みは、例年、対象者にハガキを送付

し、受付日に来ていただいていましたが、今年度からは、

4 月に世帯ごとに送付している「各種健(検)診総合申込

書」にてお申込みいただくようになっています。 

検診を希望される方で、お申込みがまだお済みでない方 

は、問合せ先までご連絡ください。 

 

   



 
     

 

      

 

消費税率引上げに関するお知らせ 

 

◆問合せ いきいき健康課 担当：通山
とおりやま

麗
れい

香
か

  ☎33-6059 

乳がん検診の申込みはお済ですか？ 

試験 
県立産業技術専門校高鍋校 

平成 26年度販売実務科訓練生試験 

 

 

◆問合せ 高鍋税務署 ☎22-1373 

税金 

 

 

 

ねんきんネットとは、インターネットを使って、ご自宅で年金に

関するさまざまなサービスが利用できるシステムです。 

【こんなに便利！「ねんきんネット」サービス！】 

※詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。 

①いつでも最新の年金記録が確認できます。 

②記録の「漏れ」や「誤り」の発見が容易になります。 

③将来の年金額が試算できます。 

④「ねんきん定期便」や「振込通知書」がパソコンで確認

できます。 

⑤持ち主の分からない記録が検索できます。 

⑥「年金振込通知書」や「年金額改定通知書」の照会ができます。 

⑦「年金決定通知書・支給額変更通知書」の照会ができます。 

   
 

    

 

年金 
「ねんきんネット」サービスを利用 

しませんか！ ◆問合せ 県立産業技術専門校 高鍋校 販売実務科 

担当：若森
わかもり

 ☎23-0523 

◆問合せ ねんきん定期便・ネット専用ダイヤル 0570-058-555 

検診 
 

 

 

 柳瀬地区にお住まいの方の市外局番が、下記のとおり 

変更になりました。変更前の番号で電話をかけると、新し 

い方へ案内されます。 

 ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。 

変更前「0985」⇒ 変更後「0983」 

            

      

 

 

 

 

 

行政 
柳瀬地区にお住まいの方の 

電話番号(市外局番)が変わりました 

◆問合せ まちおこし政策課 担当：児玉
こだま

洋平
ようへい

 ☎33-6501 

 

 

 

 日頃より節電にご協力いただき、誠にありがとう

ございます。 

 今冬の電力需給についても、依然として厳しい状

況が続いており、皆さまにはご不便とご迷惑をおか

けしますが、健康や生活などに支障のない範囲で節

電をよろしくお願いします。 

【節電をお願いしたい期間と時間帯】※年末・年始を除く。 

平成 26年 3月 31日(月) までの平日 

午前 8時～午後 9時  
 

    

 

節電 
九州電力からのお願い  

今冬も節電にご協力をお願いします 

◆問合せ 九州電力(株)高鍋営業所 ☎0120-986-703 

  
 
           

人権
じんけん

問題
もんだい

には、同和
ど う わ

問題
もんだい

をはじめ子供
こ ど も

、女性
じょせい

、高齢者
こうれいしゃ

の人権
じんけん

や障害
しょうがい

のある人
ひと

の人権
じんけん

、犯罪
はんざい

被害者
ひがいしゃ

等
とう

の人権
じんけん

などい

ろいろな問題
もんだい

があります。そしてそれらの問題
もんだい

は、自分
じ ぶ ん

や自分
じ ぶ ん

の身近
み ぢ か

な人
ひと

の問題
もんだい

です。「高齢者
こうれいしゃ

の方
かた

などに席
せき

を譲
ゆず

る」「家事
か じ

を家族
か ぞ く

で分担
ぶんたん

する」など毎日
まいにち

の生活
せいかつ

の中
なか

でできることを行
おこな

いながら「人権
じんけん

問題
もんだい

は自分
じ ぶ ん

の問題
もんだい

だ」という

ことに気
き

づいて受
う

け止
と

めることが大事
だ い じ

です。 

「もし、自分
じ ぶ ん

がその立場
た ち ば

だったら」とつねに考
かんが

え差別
さ べ つ

のない平和
へ い わ

な社会
しゃかい

をつくりましょう。 

  

人権 人権コーナー ～みんなで取り組む人権問題～ 
◆問合せ 総務財政課  

担当：池田
いけだ

真二
しんじ

 ☎33-6002 

区 分 現行税率 引上げ後税率 
消費税 4％ 6.3％ 
地方消費税 1％ 1.7％ 

合 計 5％ 8％ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トピックス 

 この「難聴友情の絆」は、難聴者のコミュニケーションの場を作り、社会参加を図ることを目的として今年度発

足したばかりの会です。難聴者だけでなく、他の障がい者も所属しており、障がいのある全ての方に対する社会の

理解促進と、福祉の向上を目指しています。 

第 2 回の定例会が新富町で初めて開催され、野口会長を始め 7 名の会員が出席し、(福)宮崎県聴覚障害者協会よ

り派遣された 3 名の要約筆記者※に進行を補助していただきながら、手話講習会や会員募集、赤い羽根募金活動な

どの議題について話し合いました。 

 

 

◆問合せ『難聴友情の絆』 担当：兒
こ

玉
だま

 090-7394-2016 

11月 10日(日)、新富町老人福祉センターにて開催され

た定例会の様子 

 

※要約筆記とは、話の内容を要約し文字として伝えることをいいます。ノートやホワイトボードに文字を書いて情報を伝える筆談要約筆記が 

広く利用されていますが、今回は、会議の内容を要約しながら、ロールと呼ばれる巻物状のシートに書き出し、機器を使用してスクリーン 

に映し出すＯＨＰ要約筆記の方法を使用しました。難聴者は、補聴器をつけていれば聞こえると思われがちですが、完全に聞こえ理解でき 

ている訳ではありません。ろうあ者に手話通訳者がいる様に、中途失聴者や難聴者には要約筆記者のサポートがとても重要です。 

 

 

○『難聴友情の絆』会員募集：手話講習会や料理教室等の実施、手話通訳・要約筆記等に関する相談も受け付けて 

おります。障がいのあるないを問わず、興味のある方は、ぜひご連絡ください。 

 
【手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣の問合せ先】※対象者は、身体障害者手帳をお持ちの聴覚障がいの方です。 

県立聴覚障害者センター        ☎0985-35-5080 FAX0985-35-5081 

 新富町役場 福祉課 担当：椎葉
し い ば

由美
ゆ み

  ☎33-6382       FAX33-4862 

 

 
 

 最近、犬の放し飼いによる苦情や迷い犬の保護がよくあります。散歩中などは必ずリードでつなぎ、放し飼いも 

やめましょう。 

また、もし行方知れずになった場合でも、速やかに飼い主の元へ戻せるよう、日頃から犬鑑札を付けるようにし

ましょう。 

【迷い犬の保護】 

 新富町では迷い犬を保護した場合、3 日程度、役場にて預かります。また、その間に飼い主が見つかるよう、ホ
ームページなどで情報提供を行っていますので、お問い合わせください。 

                   

環境 犬はマナーを守って飼いましょう ◆問合せ 環境水道課 担当：永野
ながの

・杉田
すぎた

 ☎33-6072 

高鍋保健所   ☎22-1330 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    
平成 26年度保育所(園)入所を、各保育所(園)にて受け付けます。 

○受付期間：12月 18日(水)～平成 26年 1月 24(金) 

○入所条件：下記のいずれかに該当することが条件となります。 

 ①家庭外労働(保護者が家庭外で労働している) 

 ②家庭内労働(保護者が内職や自営など、家庭内で日常の家事以外の仕事をしている) 

 ③保護者の出産前後や病気などによる入院・通院がある場合 

 ④病人の看護など(家庭内に長期にわたる病人または心身に障がいのある人がおり、常に看護しなければならない場合) 

 ⑤住居が災害(火災や風水害、地震など)で滅失または破損した場合、復旧するまでの間 

※上記に該当する場合でも、児童の親族などで保育のできる方が同居している場合は、入所の対象になりません。 

○申込方法：町民こども課・新田支所・上新田地区町民サービスコーナー・町内各保育所(園)に備え付けの申請書

(12月 18日(水)以降に設置)を、入所希望の各保育所(園)までご提出ください。 

※町外の保育所(園)への入所を希望する場合は、町民こども課までご提出ください。 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

保育 平成 26年度保育所（園）入所のご案内 
 

 

 

 

 

母子家庭・父子家庭などで、下記の条件のいずれかに該当する方を対象に、保険医療機関等(保険調剤薬局を含

む)で受診された際の一部負担金を助成いたします。 

 申請受付は随時行っていますので、町民こども課までご相談ください。 

○助成の条件：①20歳未満の子どもを扶養する配偶者のいない父親または母親 

②配偶者のいない父母が扶養する子ども 

③父母のいない子ども 

※①は親、②③については平成 26年 3月 31日時点で、18歳以下の子どもが対象。 

※なお、助成には所得制限があります。詳しくはお問い合わせください。 

 

   
 

    

 

福祉 ひとり親家庭等医療費助成制度 

◆問合せ 町民こども課  

担当：髙山研二
たかやまけんじ

 ☎33‐1293 

◆問合せ 町民こども課 担当：甲斐
か い

志保
し ほ

 ☎33‐1293 

■町内認可保育所(園)一覧 

施 設 名 定 員 所在地域 電話番号 

新田保育所(公立) 60人 麓 33-3848 

いずみ保育園(私立) 40人 六反田 33-0323 

上富田保育園(私立) 60人 八幡 33-2617 

ひとつせ保育園(私立) 60人 江梅瀬 33-3075 

八幡保育園(私立) 60人 八幡 33-2416 

新町保育園(私立) 60人 新町 33-3651 

のぞみ保育園(私立) 60人 平伊倉 33-0216 

一真保育園(私立) 60人 成法寺 33-4141 

一真下新田保育園(私立) 45人 新田新町 33-1025 

上新田保育園(私立) 60人 一丁田 35-1320 
 

 

 
 

 

【絶対にない連絡や指示の事例】 

 下記のような内容で連絡や指示などが来ることは、絶対にありません。 

 市町村や厚生労働省の職員等を騙り、電話や郵便等でこのような連絡や指示などがあったときには、すぐに最寄り 

の警察までご連絡ください。 

①市町村や厚生労働省などが、ＡＴＭ(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすること。 

②ＡＴＭを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうこと。 

③市町村や厚生労働省などが「簡素な給付措置」の給付のため、手数料等の振込を求めること。 

④現時点で、市町村や厚生労働省などが住民の皆さんの世帯構成や銀行口座等の個人情報を照会すること。 

 ◆問合せ 新富交番 33-1081 警察相談専用電話(局番なし)♯9110 

啓発 

消費税増税に伴う「簡素な給付措置」をよそおった「振り込め詐欺」・「個人情報の詐取」に 

ご注意ください！ 

～住民の皆さんへ、このことについて連絡・指示などが来ることは、まだありません～ 

http://www.fumira.jp/cut/medical/file26.htm

